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ａ部曲げ内法直径

３．１１．１　一般事項

ａ） 腹筋及び幅止め筋

（３）梁の端部で間隔の異なる場合

（１）一般の梁

３．１２．４　腹筋及び幅止め筋

３．１２．４図　あばら筋の割付け（その３）

６００≦Ｄ＜９００

３．１２．５図　腹筋及び幅止め筋

９００≦Ｄ＜１,２００ １，２００≦Ｄ≦１,５００

（２）特殊な梁

腹筋及び幅止め筋は、図面による。

３．１２．１　一般事項

（１）腹筋に継手を設ける場合の継手長さは、１５０mm程度とする。

（３）土圧、水圧を受ける梁は、図面による。

（４）幅止め筋及び受け用幅止め筋は、Ｄ１３－１０００mmピッチ程度とする。

（５）破線は柱内定着の場合を示す。

３．１２．２　あばら筋組立の形及びフックの位置

（１）形は、３．１２．１図（イ）を標準とする。

ただし、（イ）によることが出来ない場合は、下記の方法によることが出来る。

（２）フックの位置

ａ．床版が片側に付く場合は、（ロ）又は（ハ）

ｂ．床版が両側に付く場合は、（ロ）～（ニ）

ａ．（イ）の場合は交互とする。

ｃ．（ハ）の場合は床版の付く側を９０゜折曲げる。

ｄ．（ホ）は梁の上下にスラブが付く場合で、かつ梁せいが１．５m以上

の場合に適用することが出来る。(基礎梁)

３．１２．３　あばら筋の割付け

（１）間隔が一様でハンチのない場合

（２）間隔が一様でハンチのある場合

３．１２．３図　あばら筋の割付け（その２）

３．１２．２図　あばら筋の割付け（その１）

ｂ．（ロ）の場合　床版が片側に付く場合は床版の付く側、床版が両側に付く場合は交互

一般階 最上階

（２）ｅ／Ｄ＞１／６の場合

３．１１．１０図　鉛直段差梁（その２）

（２）壁梁の場合、腹筋の継手長さはＳ1 、定着長さをＳ3 とする。

３．１２．１図　あばら筋組立の形及びフックの位置

３．１１．４　水平段差のある場合

（１）水平段差のある場合

３．１１．３　ハンチのある場合

（１）最上階の場合

（２）一般階の場合

（１）ｅ／Ｄ≦１／６の場合

３．１１．５　鉛直段差（ｅ）のある場合

３．１１．８図　大梁の定着及び余長（水平段差のある場合）

３．１１．７図　ハンチのある大梁の定着及び余長（一般階）

３．１１．５図　大梁の重ね継手、定着及び余長（一般階その２）

３．１１．６図　ハンチのある大梁の定着及び余長（最上階）

３．１１．９図　鉛直段差梁（その１）

３．１１．４図　大梁の重ね継手、定着及び余長（一般階その１）

（２）一般階の場合

　　　鉄筋の本数が異なる場合には、３．５．２図のように柱内に定着する。ただし、やむを得ず

　　　梁内に定着する場合は、３．１１．１図による。

　　　下端筋：原則として曲げ上げる。

　　　上端筋：曲げ下ろす

　　　梁主筋ののみ込み長さは、柱せいの３／４倍以上かつ２０ｄ以上を確保する。（※１）

　　　梁主筋の柱内定着は、３．５．２図による。

（１）継ぎ手長さ、定着長さ及び余長は、３．１１．１図から３．１１．１０図による。

（２）梁主筋は、連続端で柱に接する梁の主筋が同数のときは柱をまたいで引き通すものとし、

（３）梁主筋を柱内に折り曲げて定着する場合は次による。

（４）梁にハンチをつける場合、その傾斜は図面による。図面になければ１：４とする。

（５）　　　　　印は、継ぎ手及び余長を示す。

（６）破線は柱内定着の場合を示す。

（７）３．２異形鉄筋の末端部で定めた鉄筋にはフックをつける。

（８）段違い梁は３．１１．２図による。

３．１１．２図　段違い梁

３．１１．１図　梁主筋を梁内定着

３．１１．２　ハンチのない場合

（１）最上階の場合

３．１１．３図　大梁の重ね継手、定着及び余長（最上階）
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ＡＷＳＣＪ（第４版）－０９６－００４

３　土木工事

３．１１　大梁筋の継手及び定着

３．１２　梁のあばら筋、腹筋及び幅止め筋

※あばら筋は、柱面の位置から割付ける。

※あばら筋は、柱面の位置から割付ける。

※あばら筋は、柱面の位置から割付ける。

定着の長さは、３．１１．２図に準ずる


